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(57)【要約】
【課題】各電気光学素子の階調がデータ線間の寄生容量
に起因してデータ線ごとにばらつくことを抑制する。
【解決手段】本発明に係る電気光学装置１０は、データ
電位が２回にわたって変動する第１データ線１０４（例
えば図３に示すブロックＢｋ＋１のデータ線１０４[１]
）と、データ電位が１回だけ変動する第２データ線１０
４（例えば図３に示すブロックＢｋのデータ線１０４[
２]）と、第１データ線１０４と第２データ線１０４と
の間に配置されて双方のデータ線１０４に隣接するとと
もに第２データ線１０４の選択後に選択される第３デー
タ線１０４（例えば図３に示すブロックＢｋのデータ線
１０４[３]）とを含み、容量調整領域Ａ内において、第
１データ線１０４と第３データ線１０４との間隔（例え
ば図３に示すＬ３）は、第２データ線１０４と第３デー
タ線１０４との間隔（例えば図３に示すＬ２）よりも大
きい。
【選択図】　　　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　３本以上を単位として複数のブロックに区分された複数のデータ線と、
　前記各データ線に対応して配置された複数の電気光学素子と、
　前記複数のブロックの各々に対応する複数の画像信号線と、
　前記複数のブロックの各々に対応して配置されるとともに、当該ブロックに属する各デ
ータ線を時分割で選択して当該ブロックに対応する前記画像信号線に導通させる動作を前
記複数のブロックについて並列に実行する複数の選択手段と、を具備し、
　前記複数のデータ線は、
　第１データ線と、前記第１データ線の一方側に位置するとともに前記第１データ線の選
択後に選択される第２データ線と、前記第１データ線と前記第２データ線との間に配置さ
れて双方のデータ線に隣接するとともに前記第２データ線の選択後に選択される第３デー
タ線とを含み、
　前記各電気光学素子が配置される表示領域とは別の容量調整領域内において、前記第１
データ線と前記第３データ線との間隔は、前記第２データ線と前記第３データ線との間隔
よりも大きい、
　電気光学装置。
【請求項２】
　３本以上を単位として複数のブロックに区分された複数のデータ線と、
　前記各データ線に対応して配置された複数の電気光学素子と、
　前記複数のブロックの各々に対応する複数の画像信号線と、
　前記複数のブロックの各々に対応して配置されるとともに当該ブロックに属する各デー
タ線を時分割に選択して当該ブロックに対応する前記画像信号線に導通させる動作を前記
複数のブロックについて並列に実行する複数の選択手段と、を具備し、
　前記複数のデータ線は、
　両側に隣接する２本のデータ線の選択前に選択される第１データ線と、
　一方側に隣接するデータ線の選択後であって他方側に隣接するデータ線の選択前に選択
される第２データ線と、を含み、
　前記各電気光学素子が配置される表示領域とは別の容量調整領域内において、
　前記第１データ線の両側に隣接する２本の前記データ線の間隔は、前記第２データ線の
両側に隣接する２本の前記データ線の間隔よりも大きく、
　前記第２データ線と当該第２データ線に前記一方側にて隣接する前記データ線との間隔
は、前記第２データ線と当該第２データ線の前記他方側にて隣接する前記データ線との間
隔よりも大きい、
　電気光学装置。
【請求項３】
　前記第１データ線に対応する前記電気光学素子の表示色と、前記第２データ線に対応す
る前記電気光学素子の表示色とは同じである、
　請求項１または請求項２の電気光学装置。
【請求項４】
　前記第１データ線に対応する前記電気光学素子および前記第２データ線に対応する前記
電気光学素子の各々にて表示される色は、前記各電気光学素子によって表示される複数の
色のうち視感度が最も低い色以外の色である、
　請求項１から請求項３の何れかの電気光学装置。
【請求項５】
　前記各ブロックにおいて最初のデータ線の選択が開始される前に、前記複数のデータ線
の各々にプリチャージ電位が供給される、
　請求項１から請求項４の何れかの電気光学装置。
【請求項６】
　請求項１から請求項５の何れかの電気光学装置を具備する電子機器。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気光学装置および電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶などの電気光学物質を利用した電気光学装置が従来から広く普及している。このよ
うな電気光学装置を駆動する方式のひとつとしてマルチプレクサ方式が知られている（例
えば特許文献１参照）。図１５は、特許文献１に係る電気光学装置１０の概略構成を示す
図である。図１５に示す電気光学装置１０は、３本毎に複数（Ｎ個）のブロックＢに区分
された複数（３Ｎ本）のデータ線１０４と、各データ線１０４を駆動するデータ線駆動回
路３０と、各データ線１０４に対応する複数の画素回路１１と、各ブロックＢに対応する
複数の画像信号線１０６とを具備する。図１５において、各ブロックＢに含まれる３本の
データ線１０４のうち左から数えて第１列目のデータ線１０４に対応する各画素回路素子
１１の表示色は「Ｒ（赤色）」であり、第２列目のデータ線１０４に対応する各画素回路
１１の表示色は「Ｇ（緑色）」であり、第３列目のデータ線１０４に対応する各画素回路
１１の表示色は「Ｂ（青色）」である。
【０００３】
　図１５に示すデータ線駆動回路３０は、各ブロックＢに対応するＮ個の選択部５０を含
む。第ｉ段目（１≦ｉ≦Ｎ）の選択部５０（デマルチプレクサ）における３個のスイッチ
５１の各々は、第ｉ段目の画像信号線１０６とデータ線１０４との間に介在して両者の電
気的な接続を制御する。各ブロックＢの第１段目のスイッチ５１はサンプリング信号ＳＥ
Ｌ－Ｒで制御され、第２段目のスイッチ５１はサンプリング信号ＳＥＬ－Ｇで制御され、
第３段目のスイッチ５１はサンプリング信号ＳＥＬ－Ｂで制御される。
【０００４】
　図１６に示すように、走査線が選択される水平走査期間Ｈ内の期間Ｔ１～Ｔ３にて３系
統のサンプリング信号（ＳＥＬ－Ｒ、ＳＥＬ－Ｇ、ＳＥＬ－Ｂ）が順番にアクティブレベ
ルに遷移する。これにより、各選択部５０における３個のスイッチ５１が順番にオン状態
になる。図１６に示すように、各画像信号線１０６に供給される階調信号ｄは、期間Ｔ１
にて電位ＶＲに設定され、期間Ｔ２にて電位ＶＧに設定され、期間Ｔ３にて電位ＶＢに設
定される。したがって、期間Ｔ１では各ブロックＢの第１列目のデータ線１０４に電位Ｖ
Ｒが供給され、期間Ｔ２では第２列目のデータ線１０４に電位ＶＧが供給され、期間Ｔ３
では第３列目のデータ線１０４に電位ＶＢが供給される。一方、スイッチ５１がオフ状態
に遷移するとデータ線１０４は電気的なフローティング状態になる。
【特許文献１】２００６－１５４７４５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、隣接するデータ線１０４間には寄生容量が付随する。図１５において、第ｋ
＋１番目のブロックＢｋ＋１（１≦ｋ≦Ｎ－１）の第１列目のデータ線１０４は、ブロッ
クＢｋ＋１の第２列目のデータ線１０４と容量的に結合するとともに、ブロックＢｋ＋１
から見てＸ方向の負側に隣接する第ｋ番目のブロックＢｋの第３列目のデータ線１０４と
容量的に結合する。また、ブロックＢｋ＋１の第２列目のデータ線１０４はブロックＢｋ
＋１の第１列目のデータ線１０４および第３列目のデータ線１０４と容量的に結合する。
【０００６】
　いま、期間Ｔ１にて第１列目のデータ線１０４に電位ＶＲが供給された後、期間Ｔ１の
経過後の期間Ｔ２にて第２列目のデータ線１０４に電位ＶＧが供給される場合を考える。
期間Ｔ２において、第１列目のデータ線１０４は電気的にフローティング状態である。従
って、図１６に示すように、第２列目のデータ線１０４の電位が直前の電位から電位ＶＧ
へ変化する時点ｔ１において、当該第２列目のデータ線１０４と容量的に結合する第１列



(4) JP 2010-14922 A 2010.1.21

10

20

30

40

50

目のデータ線１０４の電位は当該第２列目のデータ線１０４の電位の変化量に応じた電位
△Ｖ１だけ所望の電位ＶＲから変化する。
【０００７】
　次に、期間Ｔ２の経過後の期間Ｔ３において第３列目のデータ線１０４に電位ＶＢが供
給される場合を考える。期間Ｔ３において、第２列目のデータ線１０４および第１列目の
データ線１０４は電気的にフローティング状態である。従って、図１６に示すように、第
３列目のデータ線１０４の電位が直前の電位から電位ＶＢへ変化する時点ｔ２において、
当該第３列目のデータ線１０４と容量的に結合する第２列目のデータ線１０４の電位は当
該第３列目のデータ線１０４の電位の変化量に応じた電位△Ｖ２だけ所望の電位ＶＧから
変化する。また、ブロックＢｋの第３列目のデータ線１０４と容量的に結合するブロック
Ｂｋ＋１の第１列目のデータ線１０４の電位も当該第３列目のデータ線１０４の電位の変
化量に応じた電位△Ｖ３だけ直前の電位から変化する。
【０００８】
　以上のように、各ブロックＢにおいて、期間Ｔ１にて電位ＶＲに設定された第１列目の
データ線１０４の電位は、期間Ｔ２における第２列目のデータ線１０４に対する電位ＶＧ
の供給時ｔ１と期間Ｔ３における第３列目のデータ線１０４に対する電位ＶＢの供給時ｔ
２との計２回にわたって変動する。一方、期間Ｔ２にて電位ＶＧに設定された第２列目の
データ線１０４の電位が変動するのは、期間Ｔ２の経過後の期間Ｔ３における第３列目の
データ線１０４に対する電位ＶＢの供給時ｔ２のみである。これにより、図１７に示すよ
うに、第１列目のデータ線１０４に対応する画素回路１１の表示色である「Ｒ（赤色）」
の輝度特性（指定階調と実際の輝度との関係）と、第２列目のデータ線１０４に対応する
画素回路１１の表示色である「Ｇ（緑色）」の輝度特性と、第３列目のデータ線１０４に
対応する画素回路１１の表示色である「Ｂ（青色）」の輝度特性との間にばらつきが生じ
るという問題がある。
　以上の事情に鑑みて、本発明は、各電気光学素子の階調がデータ線間の寄生容量に起因
してデータ線ごとにばらつくことを抑制するという課題の解決を目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　以上の課題を解決するために、本発明に係る電気光学装置は、３本以上を単位として複
数のブロックに区分された複数のデータ線と、各データ線に対応して配置された複数の電
気光学素子と、複数のブロックの各々に対応する複数の画像信号線と、複数のブロックの
各々に対応して配置されるとともに、当該ブロックに属する各データ線を時分割で選択し
て当該ブロックに対応する画像信号線に導通させる動作を複数のブロックについて並列に
実行する複数の選択手段と、を具備し、複数のデータ線は、第１データ線（例えば図３に
示すブロックＢｋ＋１のデータ線１０４[１]）と、第１データ線の一方側（例えば図３に
示すＸ方向の負側）に位置するとともに第１データ線の選択後に選択される第２データ線
（例えば図３に示すブロックＢｋのデータ線１０４[２]）と、第１データ線と第２データ
線との間に配置されて双方のデータ線に隣接するとともに第２データ線の選択後に選択さ
れる第３データ線（例えば図３に示すブロックＢｋのデータ線１０４[３]）と、第１デー
タ線の他方側（例えば図３に示すＸ方向の正側）に隣接するとともに第１データ線の選択
後に選択されるデータ線（例えば図３に示すブロックＢｋ＋１のデータ線１０４[２]）と
、第２データ線の一方側に隣接するとともに第２データ線の選択前に選択されるデータ線
（例えば図３に示すブロックＢｋのデータ線１０４[１]）とを含み、各電気光学素子が配
置される表示領域とは別の容量調整領域内において、第１データ線と第３データ線との間
隔（例えば図３に示すＬ３）は、第２データ線と第３データ線との間隔（例えば図３に示
すＬ２）よりも大きい。
【００１０】
　この態様によれば、第１データ線と第３データ線との間隔を第２データ線と第３データ
線との間隔よりも大きくすることにより、第１データ線と第３データ線との間に付随する
寄生容量の値が低減されるとともに、第２データ線と第３データ線との間に付随する寄生
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容量の値が大きくなる。従って、第３データ線の選択に伴って生じる第１データ線の電位
の変化量が抑制されるとともに、第３データ線の選択に伴って生じる第２データ線の電位
の変化量が大きくなるから、データ電位が２回変動する第１データ線の電位変化量の総和
とデータ電位が１回だけ変動する第２データ線の電位変化量との差を小さくできる。これ
により、第１データ線に対応する電気光学素子の輝度特性と、第２データ線に対応する電
気光学素子の輝度特性とがばらつくことを抑制できるから、電気光学装置の表示品質の低
下を抑制できるという利点がある。
【００１１】
　また、本発明に係る電気光学装置は、３本以上を単位として複数のブロックに区分され
た複数のデータ線と、各データ線に対応して配置された複数の電気光学素子と、複数のブ
ロックの各々に対応する複数の画像信号線と、複数のブロックの各々に対応して配置され
るとともに当該ブロックに属する各データ線を時分割に選択して当該ブロックに対応する
画像信号線に導通させる動作を複数のブロックについて並列に実行する複数の選択手段と
、を具備し、複数のデータ線は、両側に隣接する２本のデータ線の選択前に選択される第
１データ線（例えば図３に示すブロックＢｋ＋１のデータ線１０４[１]）と、一方側に隣
接するデータ線の選択後であって他方側に隣接するデータ線の選択前に選択される第２デ
ータ線（例えば図３に示すブロックＢｋ＋１のデータ線１０４[２]）と、を含み、各電気
光学素子が配置される表示領域とは別の容量調整領域内において、第１データ線の両側に
隣接する２本のデータ線の間隔（例えば図３に示すＬ１＋Ｌ３）は、第２データ線の両側
に隣接する２本のデータ線の間隔（例えば図３に示すＬ１＋Ｌ２）よりも大きく、第２デ
ータ線と当該第２データ線に一方側にて隣接するデータ線（例えば図３に示すブロックＢ
ｋ＋１のデータ線１０４[１]）との間隔（例えば図３に示すＬ１）は、第２データ線と当
該第２データ線の他方側にて隣接するデータ線（例えば図３に示すブロックＢｋ＋１のデ
ータ線１０４[３]）との間隔（例えば図３に示すＬ２）よりも大きい。
【００１２】
　この態様によれば、第１データ線と、当該第１データ線の両側に隣接する２本のデータ
線の各々との間に付随する寄生容量の値は、第２データ線と当該第２データ線の両側に隣
接する２本のデータ線の各々との間に付随する寄生容量の値よりも小さいから、第１デー
タ線の両側に隣接する２本のデータ線の選択によって生じる第１データ線の電位変化量を
抑制できる。また、第２データ線と当該第２データ線に他方側にて隣接するデータ線との
間に付随する寄生容量の値は、第２データ線と当該第２データ線の一方側にて隣接するデ
ータ線との間に付随する寄生容量の値よりも大きいから、第２データ線の他方側に隣接す
るデータ線の選択によって生じる第２データ線の電位変化量を大きくできる。従って、デ
ータ電位が２回変動する第１データ線の電位変化量の総和と、データ電位が１回だけ変動
する第２データ線の電位変化量との差を小さくできるから、第１データ線に対応する電気
光学素子の輝度特性と、第２データ線に対応する電気光学素子の輝度特性とがばらつくこ
とを抑制できる。
【００１３】
　また、本発明に係る電気光学装置の態様として、第１データ線に対応する電気光学素子
の表示色と、第２データ線に対応する電気光学素子の表示色とは同じであることが好まし
い。表示色が同じである画素間の輝度特性のばらつきは、表示色が異なる画素間の輝度特
性のばらつきよりも観察者に視認され易いところ、上記態様によれば、表示色が同じであ
る画素間の輝度特性のばらつきを、表示色が異なる画素間の輝度特性のばらつきよりも小
さくできる。従って、電気光学装置の表示品質の低下を抑制できるという利点がある。
【００１４】
　また、本発明に係る電気光学装置の態様として、第１データ線に対応する電気光学素子
および第２データ線に対応する電気光学素子の各々にて表示される色は、各電気光学素子
によって表示される複数の色のうち視感度が最も低い色以外の色であることが好ましい。
視感度が最も低い色については、他の色との間で輝度特性がばらついても、そのばらつき
は観察者によって知覚されにくいから、最も視感度が低い色以外の色について輝度特性の
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ばらつきを抑制することが好ましい。
【００１５】
　また、本発明に係る電気光学装置の態様として、各ブロックにおいて最初のデータ線の
選択が開始される前に、複数のデータ線の各々にプリチャージ電位が供給される態様とす
ることもできる。この態様においては、データ線の選択前（データ電位の供給前）に電気
光学素子の階調とは無関係にプリチャージ電位が各データ線に供給されるから、各データ
線の電位の変化（プリチャージ電位→データ電位）する頻度および変化量は、データ線の
選択前にプリチャージを行わない態様に比べて大きい。このような場合において、本発明
の構成は特に有効である。
【００１６】
　また、本発明に係る電気光学装置は各種の電子機器に利用される。この電子機器の典型
例は、電気光学装置を表示装置として利用した機器である。この種の機器としては、パー
ソナルコンピュータや携帯電話機などがある。もっとも、本発明に係る電気光学装置の用
途は画像の表示に限定されない。例えば、光線の照射によって感光体ドラムなどの像担持
体に潜像を形成する構成の画像形成装置（印刷装置）においては、像担持体を露光する手
段（いわゆる露光ヘッド）として本発明の電気光学装置を採用することもできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
＜Ａ：第１実施形態＞
　図１は、本発明の第１実施形態に係る電気光学装置１０の構成を示すブロック図である
。この電気光学装置１０は、画像を表示するための手段として各種の電子機器に採用され
る装置であり、複数の画素回路１１が面状に配列された画素アレイ部１００と、走査線駆
動回路２０と、データ線駆動回路３０と、制御回路４０とを有する。
【００１８】
　図１に示すように、画素アレイ部１００には、Ｘ方向に延在するｍ本の走査線１０２と
、Ｘ方向に直交するＹ方向に延在する３ｎ本のデータ線１０４とが設けられる（ｍおよび
ｎは自然数）。各画素回路１１は、走査線１０２とデータ線１０４との交差に対応する位
置に配置される。従って、これらの画素回路Ｐは縦ｍ行×横３ｎ列のマトリクス状に配列
する。各画素回路１１は、間隔をあけて対向する画素電極および対向電極と両者間の液晶
とで構成される液晶素子を含む。各液晶素子の透過率（図示しないバックライトから液晶
素子に照射される光のうち観察側に透過する光量の割合）は、当該液晶素子に印加される
電圧に応じて変化する。本実施形態では、液晶素子に印加される電圧が大きいほど液晶素
子の透過率が大きくなるノーマリーブラックモードである。
【００１９】
　走査線駆動回路２０は、複数の画素回路１１を水平走査期間（１Ｈ）ごとに行単位で選
択するための回路である。走査線駆動回路２０は、順次アクティブになる走査信号Ｇ１～
Ｇｍをｍ本の走査線１０２の各々に出力する。第ｉ行（１≦ｉ≦ｍ）の走査線１０２に出
力される走査信号Ｇｉのアクティブレベルへの遷移は、第ｉ行の選択を意味する。
【００２０】
　本実施形態においては、３ｎ本のデータ線１０４は、相隣接する３本（１０４[１]，１
０４[２]，１０４[３]）を単位としてｎ個のブロックＢ（Ｂ１，Ｂ２，・・・Ｂｎ）に区
分される。図１に示すように、各ブロックＢに含まれる３本のデータ線１０４のうち左か
ら数えて第１列目のデータ線１０４[１]に対応する各画素回路１１の表示色は「Ｒ（赤色
）」である。また、左から数えて第２列目のデータ線１０４[２]に対応する各画素回路１
１の表示色は「Ｇ（緑色）」である。さらに、左から数えて第３列目のデータ線１０４[
３]に対応する各画素回路１１の表示色は「Ｂ（青色）」である。
【００２１】
　図１に示す制御回路４０は、電気光学装置１０の全体の動作を制御するための回路であ
る。制御回路４０は、走査線駆動回路２０やデータ線駆動回路３０に対してクロック信号
などの制御信号を出力するほか、サンプリング信号Ｓ１～Ｓ３を生成して各々をサンプリ
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ング信号線４１ａ～４１ｃに出力する。
【００２２】
　データ線駆動回路３０は、各ブロックＢに対応するｎ個の選択部５０と、信号出力回路
３２と、各ブロックＢに対応するｎ本の画像信号線１０６とを有する。図１に示すように
、各選択部５０は画像信号線１０６とデータ線１０４との間に各々が配置される３つのス
イッチング素子５１を備える。各スイッチング素子５１のゲートは、サンプリング信号線
４１に接続される。より具体的には、各ブロックＢのデータ線１０４[１]に対応する各ス
イッチング素子５１のゲートはサンプリング信号線４１ａに並列的に接続され、データ線
１０４[２]に対応する各スイッチング素子５１のゲートはサンプリング信号線４１ｂに並
列的に接続され、データ線１０４[３]に対応する各スイッチング素子５１のゲートはサン
プリング信号線４１ｃに並列的に接続される。
【００２３】
　サンプリング信号Ｓｆ（ｆ＝１～３）がアクティブレベルに遷移すると、各ブロックＢ
のデータ線１０４[ｆ]に対応するｎ個のスイッチング素子５１が一斉にオン状態になり、
各ブロックＢのデータ線１０４[ｆ]と当該ブロックＢに対応する画像信号線１０６とが導
通する。例えばサンプリング信号Ｓ１がアクティブレベルに遷移すると、各ブロックＢの
データ線１０４[１]に対応するｎ個のスイッチ素子５１が一斉にオン状態になり、各ブロ
ックＢのデータ線１０４[１]と当該ブロックＢに対応する画像信号線１０６とが導通する
という具合である。本実施形態では、サンプリング信号Ｓｆのアクティブレベルへの遷移
は、各ブロックＢにおける第ｆ列目のデータ線１０４[ｆ]の選択を意味する。
【００２４】
　信号出力回路３２は、各ブロックＢに対応するｎ系統の階調信号ｄを生成して各画像信
号線１０６に出力する。各画像信号線１０６に供給される階調信号ｄは、当該画像信号線
１０６に対応するブロックＢの３列分のデータ線１０４と選択された走査線１０２との各
交差に対応する３つの画素回路１１の階調を時分割で指定する電圧信号である。
【００２５】
　図２は、電気光学装置１０の動作を示すタイミングチャートである。図２に示すように
、走査線駆動回路２０から出力される走査信号Ｇｉは、水平走査期間（１Ｈ）ごとに順番
にハイレベル（アクティブレベル）になる。すなわち、走査信号Ｇｉは、垂直走査期間の
うち第ｉ番目の水平走査期間においてハイレベルを維持するとともにそれ以外の期間では
ローレベル（非アクティブレベル）を維持する。
【００２６】
　図２に示すように、ひとつの水平走査期間Ｈは、当該水平走査期間Ｈの開始時点から所
定期間が経過するまでのプリチャージ期間Ｔｐと、プリチャージ期間Ｔｐの経過後の第１
期間Ｔ１と、第１期間Ｔ１の経過後の第２期間Ｔ２と、第２期間Ｔ２の経過後の第３期間
Ｔ３とを有する。図２においては第１行目の走査線１０２が選択される最初の水平走査期
間Ｈのみが例示されているが、他の水平走査期間Ｈについても同様である。
【００２７】
　プリチャージ期間Ｔｐは、３ｎ本のデータ線１０４に対して共通のプリチャージ電位Ｖ
ｐを一斉に供給（プリチャージ）する期間である。図２に示すように、プリチャージ期間
Ｔｐにおいて、サンプリング信号Ｓ１ないしＳ３は一斉にハイレベル（アクティブレベル
）に遷移する。これにより、各ブロックＢに属する３つのスイッチング素子５１は一斉に
オン状態になる。プリチャージ期間Ｔｐにおいて、データ線駆動回路３０から各画像信号
線１０６へ出力される階調信号ｄはプリチャージ電位Ｖｐに設定され、総てのデータ線１
０４に対してプリチャージ電位Ｖｐが一斉に供給される。本実施形態においては、プリチ
ャージ電位Ｖｐは、各画素回路１１に供給された場合に中間の階調（灰色）を表示させる
電位に設定される。プリチャージ期間Ｔｐが終了すると、サンプリング信号Ｓ１ないしＳ
３は一斉にローレベルに遷移し、各ブロックＢに属する３つのスイッチング素子５１は一
斉にオフ状態になる。
【００２８】
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　図２に示すように、第１期間Ｔ１～第３期間Ｔ３にて３系統のサンプリング信号Ｓ（Ｓ
１～Ｓ３）が順番にアクティブレベルに遷移する。図２に示すように、第１期間Ｔ１にお
いては、サンプリング信号Ｓ１がハイレベルに遷移する一方、サンプリング信号Ｓ２およ
びＳ３はローレベルを維持する。従って、各ブロックＢのデータ線１０４[１]に対応する
スイッチング素子５１がオン状態に遷移して、各ブロックＢのデータ線[１]と当該ブロッ
クＢに対応する画像信号線１０６とが導通する。第１期間Ｔ１において、信号出力回路３
２から各画像信号線１０６に供給される階調信号ｄは、当該画像信号線１０６に対応する
ブロックＢにおけるデータ線１０４[１]と、選択された走査線１０２との交差に対応する
画素回路１１の階調に応じた電位ＶＲに設定され、当該電位ＶＲがデータ線１０４[１]に
供給される。
【００２９】
　同様に、第２期間Ｔ２においては、各選択部５０の第２段目のスイッチング素子５１が
ハイレベルのサンプリング信号Ｓ２によってオン状態に遷移することで、各ブロックＢの
データ線１０４[２]に電位ＶＧの階調信号ｄが供給される。また、第３期間Ｔ３において
は、各選択部５０の第３段目のスイッチング素子５１がハイレベルのサンプリング信号Ｓ
３によってオン状態に遷移することで、各ブロックＢのデータ線１０４[３]に電位ＶＢの
階調信号ｄが供給される。
【００３０】
　一方、図２に示すように、サンプリング信号Ｓｆは、プリチャージ期間Ｔｐおよび期間
Ｔｆ以外の期間においてローレベルを維持するから、当該期間においてデータ線１０４[
ｆ]は電気的にフローティング状態である。
【００３１】
　ところで、隣接するデータ線１０４間には寄生容量が付随する。例えば図１において、
第ｋ＋１番目のブロックＢｋ＋１（１≦ｋ≦ｎ－１）のデータ線１０４[１]は、ブロック
Ｂｋ＋１のデータ線１０４[２]と容量的に結合するとともに、ブロックＢｋ＋１から見て
Ｘ方向の負側に隣接する第ｋ番目のブロックＢｋのデータ線１０４[３]と容量的に結合す
る。また、ブロックＢｋ＋１のデータ線１０４[２]はブロックＢｋ＋１のデータ線１０４
[１]およびデータ線１０４[３]と容量的に結合する。
【００３２】
　いま、第１期間Ｔ１にてデータ線１０４[１]に供給される電位ＶＲを中間階調に対応す
る電位Ｖｇ（＝Ｖｐ）とし、第２期間Ｔ２にてデータ線１０４[２]に供給される電位ＶＧ
を黒色に対応する電位Ｖｍ（＜Ｖｐ）とし、第３期間Ｔ３にてデータ線１０４[３]に供給
される電位ＶＢを黒色に対応する電位Ｖｍとする場合を考える。
【００３３】
　図２に示すように、第２期間Ｔ２の始点ｔ１において、データ線１０４[２]の電位はプ
リチャージ電位Ｖｐから電位Ｖｍへ変化する。第２期間Ｔ２において、データ線１０４[
１]は電気的にフローティング状態であるから、図２に示すように、時点ｔ１でデータ線
１０４[２]の電位が変化すると、データ線１０４[２]と容量的に結合するデータ線１０４
[１]の電位は第１期間Ｔ１で設定された電位Ｖｇからデータ線１０４[２]の電位の変化量
（Ｖｐ→Ｖｍ）に応じた電位△Ｖ１だけ変化する。
【００３４】
　第３期間Ｔ３の始点ｔ２においても同様に、各ブロックＢのデータ線１０４[３]の電位
はプリチャージ電位Ｖｐから電位Ｖｍへ変化する。第３期間Ｔ３において、データ線１０
４[１]およびデータ線１０４[３]は電気的にフローティング状態であるから、図２に示す
ように、時点ｔ２でデータ線１０４[３]の電位が変化すると、データ線１０４[３]と容量
的に結合するデータ線１０４[２]の電位は第２期間Ｔ２で設定された電位Ｖｍからデータ
線１０４[３]の電位の変化量（Ｖｐ→Ｖｍ）に応じた電位△Ｖ２だけ変化する。また、時
点ｔ２でブロックＢｋのデータ線１０４[３]の電位が変化すると、当該データ線１０４[
３]と容量的に結合するブロックＢｋ＋１のデータ線１０４[１]の電位も第２期間Ｔ２に
おける電位Ｖｇ－△Ｖ１からデータ線１０４[３]の電位の変化量に応じた電位△Ｖ３だけ
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変化する。
【００３５】
　すなわち、各ブロックＢにおいて、第１期間Ｔ１にて電位Ｖｇに設定されたデータ線１
０４[１]の電位は、第２期間Ｔ２におけるデータ線１０４[２]に対する電位Ｖｍの供給時
ｔ１と第３期間Ｔ３におけるデータ線１０４[３]に対する電位Ｖｍの供給時ｔ２との計２
回にわたって変動する。一方、第２期間Ｔ２にて電位Ｖｍに設定されたデータ線１０４[
２]の電位は、第３期間Ｔ３におけるデータ線１０４[３]に対する電位Ｖｍの供給時ｔ２
の１回だけ変動する。これにより、データ線１０４[１]に対応する画素回路１１の表示色
である「Ｒ」の輝度特性と、データ線１０４[２]に対応する画素回路１１の表示色である
「Ｇ」の輝度特性と、データ線１０４[３]に対応する画素回路１１の表示色である「Ｂ」
の輝度特性との間にばらつきが生じてしまうという問題が起こる。
【００３６】
　以上のような各表示色（「Ｒ」，「Ｇ」，「Ｂ」）の輝度特性のばらつきを抑制するた
めに、本実施形態では、図１に示す領域Ａ（以下、「容量調整領域Ａ」という）において
各データ線１０４間の間隔を調整することでデータ線１０４間の容量を調整している。図
１に示すように、容量調整領域Ａは、画素アレイ部１００とデータ線駆動回路３０との間
の領域である。図３は、容量調整領域Ａ内における各データ線１０４の配置を示した模式
図である。図３には、左から数えて第ｋ番目（１≦ｋ≦ｎ－１）のブロックＢｋと、第ｋ
＋１番目のブロックＢｋ＋１とが示されている。
【００３７】
　図３に示すように、各ブロックＢにおいて、データ線１０４[１]とデータ線１０４[２]
とは間隔Ｌ１をあけて隣接し、データ線１０４[２]とデータ線１０４[３]とは間隔Ｌ２を
あけて隣接する。また、図３に示すように、ブロックＢｋ＋１におけるデータ線１０４[
１]と、ブロックＢｋにおけるデータ線１０４[３]との間隔Ｌ３は、ブロックＢｋにおけ
るデータ線１０４[２]とデータ線１０４[３]との間隔Ｌ２よりも大きい。間隔Ｌ１、Ｌ２
、Ｌ３の間にはＬ２＋Ｌ３＝２Ｌ１の関係が成り立つ。つまり、図４に示すように、各デ
ータ線１０４が等間隔Ｌ１で配列される態様（以下、「対比例」という）の各ブロックＢ
におけるデータ線１０４[３]の位置を所定距離△Ｌ（Ｌ１－△Ｌ＝Ｌ２，Ｌ１＋△Ｌ＝Ｌ
３）だけＸ方向の負側にずらしたものが図３の態様になる。これらの関係は他のブロック
Ｂにおいても同様である。
【００３８】
　別の見方をすれば、図３において、ブロックＢｋ＋１のデータ線１０４[１]の両側に隣
接する２本のデータ線（ブロックＢｋ＋１のデータ線１０４[２]およびブロックＢｋのデ
ータ線１０４[３]）の間隔Ｌ１＋Ｌ３は、ブロックＢｋ＋１のデータ線１０４[２]の両側
に隣接する２本のデータ線１０４（ブロックＢｋ＋１におけるデータ線[１]１０４および
データ線１０４[３]）の間隔Ｌ１＋Ｌ２よりも大きく、データ線１０４[２]と当該データ
線１０４[２]の選択前に選択されるデータ線１０４[１]との間隔Ｌ１は、データ線１０４
[２]と当該データ線１０４[２]の選択後に選択されるデータ線１０４[３]との間隔Ｌ２よ
りも大きい。なお、本実施形態では、画素アレイ部１００内に位置する各データ線１０４
は等間隔Ｌ１で配列される。
【００３９】
　以上のように、本実施形態においては、データ線１０４[１]と当該データ線１０４[１]
から見てＸ方向の負側に隣接するデータ線１０４[３]との間隔Ｌ３が対比例に比べて大き
いから、両者間の寄生容量Ｃｘの値は対比例に比べて小さい。従って、第３期間Ｔ３の時
点ｔ２におけるデータ線１０４[３]の電位の変化（Ｖｐ→Ｖｍ）に連動したデータ線１０
４[１]の電位の変化量△Ｖ３は対比例に比べて小さい。
【００４０】
　また、本実施形態においては、データ線１０４[２]とデータ線１０４[３]との間隔Ｌ２
が対比例に比べて小さいから、データ線１０４[２]とデータ線１０４[３]との間に付随す
る寄生容量Ｃｙの値は対比例に比べて大きい。従って、第３期間Ｔ３の時点ｔ２における
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データ線１０４[３]の電位の変化（Ｖｐ→Ｖｍ）に連動したデータ線１０４[２]の電位の
変化量△Ｖ２は対比例に比べて大きい。
【００４１】
　すなわち、本実施形態によれば、時点ｔ１と時点ｔ２とにおけるデータ線１０４[１]の
電位変化量の総和（＝△Ｖ１＋△Ｖ３）と、時点ｔ２におけるデータ線１０４[２]の電位
変化量（＝△Ｖ２）との差を対比例に比べて小さくできる。従って、図５に示すように、
データ線１０４[１]に対応する画素回路１１の表示色である「Ｒ」の輝度特性と、データ
線１０４[２]に対応する画素回路１１の表示色である「Ｇ」の輝度特性とのばらつきを図
６に示す対比例の態様に比べて抑制できる。すなわち、電気光学装置１０の表示品質の低
下を抑制できるという利点がある。
【００４２】
　なお、本実施形態によれば、各画素回路１１の表示色である「Ｒ」「Ｇ」「Ｂ」のうち
「Ｒ」の輝度特性と「Ｇ」の輝度特性とのばらつきを抑制できるが、「Ｂ」の輝度特性と
、「Ｒ」または「Ｇ」の輝度特性とはばらつく。しかしながら、「Ｂ」は「Ｒ」「Ｇ」と
比べて比視感度が低いから、他の色との間で輝度特性がばらついても、そのばらつきは観
察者によって知覚されにくい。このため、本実施形態のように、最も視感度が低い「Ｂ」
以外の色について輝度特性のばらつきを抑制することが好ましい。
【００４３】
　容量調整領域Ａ内に例えば静電保護回路や検査回路などが設けられると、各データ線１
０４の間隔が小さくなる場合がある。この場合、容量調整領域Ａ内に位置する各データ線
１０４間の寄生容量の値も大きくなるから、各画素回路１１の表示色である「Ｒ」「Ｇ」
「Ｂ」間の輝度特性のばらつきが特に深刻になる。このような事情を考慮すると、各表示
色の輝度特性のばらつきを抑制できる本実施形態の構成は、容量調整領域Ａ内に例えば静
電保護回路や検査回路などが設けられて各データ線１０４の間隔が小さくなる場合に特に
有効である。
【００４４】
　また、データ線駆動回路３０をＩＣチップで構成した場合、各データ線１０４はデータ
線駆動回路３０に向けて集約するようにＹ方向に延びるから、容量調整領域Ａに位置する
各データ線１０４の間隔が画素アレイ部１００に位置する各データ線１０４間の間隔に比
べて小さい場合がある。この場合、容量調整領域Ａに位置する各データ線１０４の寄生容
量の値が大きくなるから、各表示色の輝度特性のばらつきが特に深刻になる。このような
場合においても、本実施形態の構成は有効である。
【００４５】
　各表示色の輝度特性のばらつきを抑制する方法としては、容量調整領域Ａにおいて各デ
ータ線１０４の間隔を調整する代わりに、指定階調とデータ線１０４に出力される階調信
号ｄとの関係を表示色ごとに補正する補正回路を設ける態様も考えられるが、本実施形態
の構成によれば、そのような補正回路を設ける必要が無いからデータ処理量を軽減できる
とともに構成が簡素化されるという利点がある。
【００４６】
＜Ｂ：第２実施形態＞
　図７は、本発明の第２実施形態に係る電気光学装置１０の構成を示すブロック図である
。本実施形態においては、各ブロックＢの第１列目のデータ線１０４[１]に対応する各画
素回路１１の表示色および第２列目のデータ線１０４[２]に対応する各画素回路１１の表
示色は「Ｒ」であり、第３列目のデータ線１０４[３]に対応する各画素回路１１の表示色
は「Ｇ」である点が第１実施形態と異なる。その他の構成は第１実施形態の構成と同じ（
例えば容量調整領域Ａ内の各データ線１０４の間隔は上述の第１実施形態と同じ）である
から、重複する部分については説明を省略する。
【００４７】
　図８に示すように、画素（表示単位）Ｃは、「Ｒ」を表示色とする２個の画素回路１１
と「Ｇ」を表示色とする１個の画素回路１１とで構成される。ひとつの画素Ｃは、「Ｒ」
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および「Ｇ」の各々の単独の色、または、「Ｒ」と「Ｇ」との混合に相当する色を表示す
る。「Ｒ」に関しては、ひとつの画素Ｃ内の２個の画素回路１１の階調が個別に制御（一
種の面積制御）される。したがって、ひとつの画素Ｃに「Ｒ」の画素回路１１を１個だけ
設けた構成と比較して「Ｒ」に関する階調の変化幅が広く確保される。
【００４８】
　ここで、同じ表示色間の輝度特性のばらつきは、異なる表示色間の輝度特性のばらつき
よりも観察者に知覚され易いため、同じ表示色間の輝度特性のばらつきは、異なる表示色
間の輝度特性のばらつきよりも小さいことが望ましい。本実施形態によれば、データ線１
０４[１]に対応する画素回路１１によって表示される「Ｒ」の輝度特性と第２データ線１
０４に対応する画素回路１１によって表示される「Ｒ」の輝度特性とのばらつきを、「Ｒ
」と「Ｇ」との輝度特性のばらつきよりも小さくできるから、電気光学装置１０の表示品
質の低下を抑制できるという利点がある。
【００４９】
＜Ｃ：第３実施形態＞
　図８は、本発明の第３実施形態に係る電気光学装置１０のうちデータ線１０４の駆動に
関する部分の構成を示す回路図である。図８に示すように、本実施形態においては、複数
のデータ線１０４は、相隣接する６本（１０４[１]，１０４[２]，１０４[３]，１０４[
４]，１０４[５]，１０４[６]）を単位としてｎ個のブロックＢ（Ｂ１，Ｂ２，・・・Ｂ
ｎ）に区分される。各ブロックＢに含まれる６本のデータ線１０４のうち第１列目のデー
タ線１０４[１]および第４列目のデータ線１０４[４]の各々に対応する画素回路１１の表
示色は「Ｒ」である。また、第２列目のデータ線１０４[２]および第５列目のデータ線１
０４[５]の各々に対応する画素回路１１の表示色は「Ｇ」である。さらに、第３列目のデ
ータ線１０４[３]および第６列目のデータ線１０４[６]の各々に対応する画素回路１１の
表示色は「Ｂ」である。
【００５０】
　図８においては、ブロックＢｋに対応する第ｋ段目の選択部５０が例示されている。第
ｋ段目の選択部５０における６個のスイッチング素子５１の各々は、第ｋ段目の画像信号
線１０６とデータ線１０６との間に介在して両者の電気的な接続を制御する。各ブロック
Ｂの第ｉ段目（ｉ＝１～６）のスイッチング素子５１はサンプリング信号Ｓｉで制御され
る。例えば第１段目のスイッチング素子５１はサンプリング信号線４１ａに供給されるサ
ンプリング信号Ｓ１で制御され、第２段目のスイッチング素子５１はサンプリング信号線
４１ｂに供給されるサンプリング信号Ｓ２で制御されるという具合である。
【００５１】
　図９は、電気光学装置１０の動作を示すタイミングチャートである。図９に示すように
、一の走査線１０２が選択される水平走査期間Ｈは、プリチャージ期間Ｔｐと、第１期間
Ｔ１～第６期間Ｔ６とを有する。
【００５２】
　図９に示すように、プリチャージ期間Ｔｐにおいて、サンプリング信号Ｓ１ないしＳ６
は一斉にハイレベルに遷移し、総てのデータ線１０４に対してプリチャージ電位Ｖｐが一
斉に供給される。上述の各実施形態と同様、プリチャージ電位Ｖｐは中間階調に対応する
電位である。
【００５３】
　第１実施形態と同様に、各ブロックＢのデータ線１０４[ｉ]には、サンプリング信号Ｓ
ｉがアクティブレベルに維持される期間にて画像信号線１０６に供給されている階調信号
ｄが供給される。図９に示すように、サンプリング信号Ｓ１～Ｓ６は、期間Ｔ１～Ｔ６に
おいてＳ１→Ｓ４→Ｓ２→Ｓ５→Ｓ３→Ｓ６の順番で順次にアクティブレベルに設定され
る。従って、ｎ個のブロックＢの各々における６本のデータ線１０４[１]～１０４[６]に
は、１０４[１]→１０４[４]→１０４[２]→１０４[５]→１０４[３]→１０４[６]の順番
で時分割に階調信号ｄの電位（ＶＲ，ＶＲ’，ＶＧ，ＶＧ’，ＶＢ，ＶＢ’）が供給され
る。例えば図９においては、第１期間Ｔ１にてデータ線１０４[１]に電位ＶＲが供給され
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、第２期間Ｔ２にてデータ線１０４[４]に電位ＶＲ’が供給され、第３期間Ｔ３にてデー
タ線１０４[２]に電位ＶＧが供給されるという具合である。一方、第１実施形態と同様に
、サンプリング信号Ｓｉは、プリチャージ期間Ｔｐおよび当該サンプリング信号Ｓｉがハ
イレベルに遷移する期間Ｔ（Ｔ１～Ｔ６の何れか）以外の期間においてローレベルを維持
するから、当該期間においてデータ線１０４[ｉ]は電気的にフローティング状態である。
例えばデータ線１０４[１]はプリチャージ期間Ｔｐおよび第１期間Ｔ１以外の期間におい
て電気的にフローティング状態であり、データ線１０４[２]はプリチャージ期間Ｔｐおよ
び第３期間Ｔ３以外の期間において電気的にフローティング状態であり、データ線１０４
[３]はプリチャージ期間Ｔｐおよび第５期間Ｔ５以外の期間において電気的にフローティ
ング状態であるという具合である。
【００５４】
　ここで、隣接するデータ線１０４間には寄生容量が付随するから、図８において、ブロ
ックＢｋのデータ線１０４[１]は、ブロックＢｋのデータ線１０４[２]と容量的に結合す
るとともに、ブロックＢｋから見てＸ方向の負側に隣接するブロックＢｋ－１（図示省略
）の第６列目のデータ線１０４[６]と容量的に結合する。また、ブロックＢｋのデータ線
１０４[２]はブロックＢｋのデータ線１０４[１]および１０４[３]と容量的に結合する。
【００５５】
　また、ブロックＢｋのデータ線１０４[４]はブロックＢｋのデータ線１０４[３]および
データ線１０４[５]と容量的に結合する。さらに、ブロックＢｋのデータ線１０４[５]は
ブロックＢｋのデータ線１０４[４]およびデータ線１０４[６]と容量的に結合する。
【００５６】
　いま、第１期間Ｔ１にてデータ線１０４[１]に供給される電位ＶＲおよび第２期間Ｔ２
にてデータ線１０４[４]に供給される電位ＶＲ’を中間階調に対応する電位Ｖｇ（＝Ｖｐ
）とし、第３期間Ｔ３にてデータ線１０４[２]に供給される電位ＶＧおよび第４期間Ｔ４
にてデータ線１０４[５]に供給される電位ＶＧ’を黒色の階調に対応する電位Ｖｍとし、
第５期間Ｔ５にてデータ線１０４[３]に供給される電位ＶＢおよび第６期間Ｔ６にてデー
タ線１０４[６]に供給される電位ＶＢ’を電位Ｖｍとする場合を考える。
【００５７】
　各データ線１０４は、自身に階調信号ｄが供給される期間Ｔ（Ｔ１～Ｔ６）以外におい
て電気的にフローティング状態であるから、期間Ｔにてデータ線１０４[ｉ]に供給および
保持されたデータ電位は、データ線１０４[ｉ]に隣接する他のデータ線１０４に階調信号
ｄが供給される時点において、両データ線１０４間の寄生容量に起因して変動する。
【００５８】
　例えば図９に示すように、データ線１０４[２]に電位Ｖｍ（ＶＧ）が供給される時点ｔ
３では、第１期間Ｔ１にてデータ線１０４[１]に保持された電位Ｖｇが、データ線１０４
[２]の電位の変化量（Ｖｐ→Ｖｍ）に応じた変化量△Ｖ１１だけ変動する。同様に、デー
タ線１０４[５]の電位が変化（Ｖｐ→Ｖｍ）する時点ｔ４においては、データ線１０４[
４]の電位が第２期間Ｔ２にて設定された電位Ｖｇから△Ｖ１２だけ変動する。また、デ
ータ線１０４[３]の電位が変化（Ｖｐ→Ｖｍ）する時点ｔ５においては、データ線１０４
[２]の電位が第３期間Ｔ３にて設定された電位Ｖｍから△Ｖ１３だけ変動するとともにデ
ータ線１０４[４]の電位が直前の電位Ｖｇ－△１２から△１４だけ変動する。さらに、ブ
ロックＢｋのデータ線１０４[６]の電位が変化（Ｖｐ→Ｖｍ）する時点ｔ６においては、
データ線１０４[５]の電位が第４期間Ｔ４にて設定された電位Ｖｍから△Ｖ１５だけ変動
するとともにブロックＢｋ＋１のデータ線１０４[１]の電位が直前の電位Ｖｇ－△Ｖ１１
から△Ｖ１６だけ変動する。
【００５９】
　以上のように、階調信号ｄに応じて設定された電位がその設定後に他のデータ線１０４
の電位の変化の影響で変動する回数は、データ線１０４[１]およびデータ線１０４[４]に
ついては２回であるのに対し、データ線１０４[２]およびデータ線１０４[５]については
１回である。
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【００６０】
　これにより、データ線１０４[１]およびデータ線１０４[４]の各々に対応する画素回路
１１の表示色である「Ｒ」の輝度特性と、データ線１０４[２]およびデータ線１０４[５]
の各々に対応する画素回路１１の表示色である「Ｇ」の輝度特性と、データ線１０４[３]
およびデータ線１０４[６]の各々に対応する画素回路１１の表示色である「Ｂ」の輝度特
性との間にばらつきが生じてしまうという問題が起こる。各表示色の輝度特性のばらつき
を抑制するために、本実施形態においても、容量調整領域Ａ内において各データ線１０４
間の間隔が調整されている。以下、具体的な内容について説明する。
【００６１】
　本実施形態においては、図１０に示すように、各ブロックＢにおいて、データ線１０４
[１]とデータ線１０４[２]とは間隔Ｌ１をあけて隣接するとともにデータ線１０４[４]と
データ線１０４[５]とは間隔Ｌ１をあけて隣接する。また、データ線１０４[２]とデータ
線１０４[３]とは間隔Ｌ２をあけて隣接するとともにデータ線１０４[５]とデータ線１０
４[６]とは間隔Ｌ２をあけて隣接する。
【００６２】
　また、図１０に示すように、ブロックＢｋ＋１におけるデータ線１０４[１]と、ブロッ
クＢｋにおけるデータ線１０４[６]との間隔Ｌ３は、ブロックＢｋにおけるデータ線１０
４[５]とデータ線１０４[６]との間隔Ｌ２よりも大きい。さらに、ブロックＢｋにおける
データ線１０４[３]とデータ線１０４[４]との間隔Ｌ３は、ブロックＢｋにおけるデータ
線１０４[２]とデータ線１０４[３]との間隔Ｌ２よりも大きい。間隔Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３の
間にはＬ２＋Ｌ３＝２Ｌ１の関係が成り立つ。つまり、図１１に示すように、各データ線
１０４が等間隔Ｌ１で配列される対比例の各ブロックＢにおけるデータ線１０４[３]およ
びデータ線１０４[６]の位置を距離△Ｌ（Ｌ１－△Ｌ＝Ｌ２，Ｌ１＋△Ｌ＝Ｌ３）だけＸ
方向の負側にずらしたものが図１０の態様になる。これらの関係は他のブロックＢにおい
ても同様である。
【００６３】
　別の見方をすれば、図１０において、ブロックＢｋ＋１のデータ線１０４[１]の両側に
隣接する２本のデータ線（ブロックＢｋ＋１のデータ線１０４[２]およびブロックＢｋの
データ線１０４[６]）の間隔Ｌ１＋Ｌ３は、ブロックＢｋ＋１のデータ線１０４[２]の両
側に隣接する２本のデータ線１０４（ブロックＢｋ＋１におけるデータ線[１]１０４およ
びデータ線１０４[３]）の間隔Ｌ１＋Ｌ２よりも大きく、ブロックＢｋ＋１におけるデー
タ線１０４[２]と当該データ線１０４[２]の選択前に選択されるブロックＢｋ＋１のデー
タ線１０４[１]との間隔Ｌ１は、ブロックＢｋ＋１のデータ線１０４[２]と当該データ線
１０４[２]の選択後に選択されるブロックＢｋ＋１のデータ線１０４[３]との間隔Ｌ２よ
りも大きい。
【００６４】
　また、データ線１０４[４]の両側に隣接する２本のデータ線（データ線１０４[３]およ
びデータ線１０４[５]）の間隔Ｌ１＋Ｌ３は、データ線１０４[５]の両側に隣接する２本
のデータ線１０４（データ線１０４[４]およびデータ線１０４[６]）の間隔Ｌ１＋Ｌ２よ
りも大きく、データ線１０４[５]と当該データ線１０４[５]の選択前に選択されるデータ
線１０４[４]との間隔Ｌ１は、データ線１０４[５]と当該データ線１０４[５]の選択後に
選択されるデータ線１０４[６]との間隔Ｌ２よりも大きい。
【００６５】
　以上のように、本実施形態においては、データ線１０４[１]と当該データ線１０４[１]
から見てＸ方向の負側に隣接するデータ線１０４[６]との間隔Ｌ３が対比例に比べて大き
いから、両者間の寄生容量Ｃｘの値は対比例に比べて小さい。従って、第６期間Ｔ６の時
点ｔ６におけるデータ線１０４[６]の電位の変化（Ｖｐ→Ｖｍ）に連動したデータ線１０
４[１]の電位の変化量△Ｖ１６は対比例に比べて小さい。同様に、データ線１０４[４]と
当該データ線１０４[４]に隣接するデータ線１０４[３]との間隔Ｌ３も対比例に比べて大
きいから、第５期間Ｔ５の時点ｔ５におけるデータ線１０４[３]の電位の変化（Ｖｐ→Ｖ
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ｍ）に連動したデータ線１０４[４]の電位の変化量△Ｖ１４は対比例に比べて小さい。
【００６６】
　また、本実施形態においては、データ線１０４[２]とデータ線１０４[３]との間隔Ｌ２
が対比例に比べて小さいから、データ線１０４[２]とデータ線１０４[３]との間に付随す
る寄生容量Ｃｙの値は対比例に比べて大きい。従って、第５期間Ｔ５の時点ｔ５における
データ線１０４[３]の電位の変化に連動したデータ線１０４[２]の電位の変化量△Ｖ１３
は対比例に比べて大きい。同様に、データ線１０４[５]とデータ線１０４[６]との間隔Ｌ
２も対比例に比べて小さいから、第６期間Ｔ６の時点ｔ６におけるデータ線１０４[６]の
電位の変化に連動したデータ線１０４[５]の電位の変化量△Ｖ１５は対比例に比べて大き
い。
【００６７】
　すなわち、本実施形態によれば、データ線１０４の電位が２回にわたって変動するデー
タ線１０４[１]の電位変化量の総和（＝△Ｖ１１＋△Ｖ１６）またはデータ線１０４[４]
の電位変化量の総和（＝△１２＋△１４）と、データ線１０４の電位が１回だけ変動する
データ線１０４[２]の電位変化量（＝△Ｖ１３）またはデータ線１０４[５]の電位変化量
（＝△１５）との差を対比例に比べて小さくできる。従って、データ線１０４[１]および
データ線１０４[４]の各々に対応する画素回路１１の表示色である「Ｒ」の輝度特性と、
データ線１０４[２]およびデータ線１０４[５]の各々に対応する画素回路１１の表示色で
ある「Ｇ」の輝度特性とのばらつきを対比例に比べて抑制できる。
【００６８】
＜Ｄ：変形例＞
　本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、例えば、以下の変形が可能であ
る。また、以下に示す変形例のうちの２以上の変形例を組み合わせることもできる。
【００６９】
（１）変形例１
　上述の各実施形態においては、３本のデータ線１０４ごとにブロックＢに区分される態
様や６本のデータ線１０４ごとにブロックＢに区分される態様が例示されているが、ブロ
ックＢに属するデータ線１０４の本数は任意である。また、各ブロックＢに属するデータ
線１０４の選択の順番も任意である。
【００７０】
　要するに、本発明に係る電気光学装置１０は、データ電位が２回にわたって変動する第
１データ線１０４（例えば図３に示すブロックＢｋ＋１のデータ線１０４[１]）と、デー
タ電位が１回だけ変動する第２データ線１０４（例えば図３に示すブロックＢｋのデータ
線１０４[２]）と、第１データ線１０４と第２データ線１０４との間に配置されて双方の
データ線１０４に隣接するとともに第２データ線１０４の選択後に選択される第３データ
線１０４（例えば図３に示すブロックＢｋのデータ線１０４[３]）とを含み、容量調整領
域Ａ内において、第１データ線１０４と第３データ線１０４との間隔（例えば図３に示す
Ｌ３）は、第２データ線１０４と第３データ線１０４との間隔（例えば図３に示すＬ２）
よりも大きい態様であればよい。
【００７１】
　別の見方をすれば、本発明に係る電気光学装置１０は、両側に隣接する２本のデータ線
１０４の選択前に選択される第１データ線１０４（例えば図３に示すブロックＢｋ＋１の
データ線１０４[１]）と、一方側に隣接するデータ線１０４の選択後であって他方側に隣
接するデータ線１０４の選択前に選択される第２データ線（例えば図３に示すブロックＢ
ｋ＋１のデータ線１０４[２]）とを含み、容量調整領域Ａ内において、第１データ線１０
４の両側に隣接する２本のデータ線１０４の間隔（例えば図３に示すＬ１＋Ｌ３）は、第
２データ線１０４の両側に隣接する２本のデータ線１０４の間隔（例えば図３に示すＬ１
＋Ｌ２）よりも大きく、第２データ線１０４と当該第２データ線１０４に一方側にて隣接
するデータ線１０４（例えば図３に示すブロックＢｋ＋１のデータ線１０４[１]）との間
隔（例えば図３に示すＬ１）は、第２データ線１０４と当該第２データ線１０４の他方側
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にて隣接するデータ線１０４（例えば図３に示すブロックＢｋ＋１のデータ線１０４[３]
）との間隔（例えば図３に示すＬ２）よりも大きい態様であればよい。
【００７２】
（２）変形例２
　上述の各実施形態においては、画素アレイ部１００とデータ線駆動回路３０との間の領
域Ａにおいて各データ線１０４間の間隔を調整する態様が例示されているが、これに限ら
ず、例えば画素アレイ部１００を挟んでデータ線駆動回路３０とは反対側の領域において
各データ線１０４間の間隔を調整する態様とすることもできる。この態様は、画素アレイ
部１００を挟んでデータ線駆動回路３０とは反対側の領域内に静電保護回路や検査回路な
どが設けられて各データ線１０４の間隔が小さくなる場合に特に有効である。
【００７３】
　また、各データ線１０４に抵抗が付随する場合には、データ線１０４のうちデータ線駆
動回路３０から離間した位置ほど階調信号ｄの波形が鈍る（電位が低下する）。以上のよ
うに各データ線１０４の電位の降下を想定する場合、鈍化後の階調信号ｄの電位変動に起
因したデータ線１０４の電位の変動を抑制するよりも、鈍化前の階調信号ｄの電位変動に
起因したデータ線１０４の電位の変動を抑制する方が、データ線１０４毎の階調特性のバ
ラツキを抑制するという観点からすると効果的である。以上の観点からすると、画素アレ
イ部１００を挟んでデータ線駆動回路３０とは反対側の領域において各データ線１０４間
の間隔を調整する態様よりも、図１に示す容量調整領域Ａにおいて各データ線１０４間の
間隔を調整する態様の方が好適であると言える。
【００７４】
（３）変形例３
　上述の各実施形態においては、電気光学素子の一例として、液晶素子を取り上げたが、
これに限らず、例えば有機ＥＬ素子や無機発光ダイオードなどであってもよい。要は、印
加される電気エネルギに応じた発光輝度で発光するのであれば、どのような素子であって
もよい。
【００７５】
＜Ｅ：電子機器＞
　次に、本発明に係る電気光学装置１０を利用した電子機器について説明する。図１２は
、以上に説明した何れかの形態に係る表示装置１０を採用したモバイル型のパーソナルコ
ンピュータの構成を示す斜視図である。パーソナルコンピュータ２０００は、電気光学装
置１０と本体部２０１０とを備える。本体部２０１０には、電源スイッチ２００１および
キーボード２００２が設けられている。
【００７６】
　図１３に、本発明に係る電気光学装置１０を適用した携帯電話機の構成を示す。携帯電
話機３０００は、複数の操作ボタン３００１およびスクロールボタン３００２、ならびに
表示装置１０を備える。スクロールボタン３００２を操作することによって、電気光学装
置（表示装置）１０に表示される画面がスクロールされる。
【００７７】
　図１４に、本発明に係る電気光学装置１０を適用した携帯情報端末（ＰＤＡ：Personal
 Digital Assistants）の構成を示す。情報携帯端末４０００は、複数の操作ボタン４０
０１および電源スイッチ４００２、ならびに表示装置１０を備える。電源スイッチ４００
２を操作すると、住所録やスケジュール帳といった各種の情報が電気光学装置（表示装置
）１０に表示される。
【００７８】
　なお、本発明に係る電気光学装置が適用される電子機器としては、図１２から図１４に
示したもののほか、デジタルスチルカメラ、テレビ、ビデオカメラ、カーナビゲーション
装置、ページャ、電子手帳、電子ペーパー、電卓、ワードプロセッサ、ワークステーショ
ン、テレビ電話、ＰＯＳ端末、プリンタ、スキャナ、複写機、ビデオプレーヤ、タッチパ
ネルを備えた機器等などが挙げられる。また、本発明に係る電気光学装置の用途は画像の
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表示に限定されない。例えば、光書込み型のプリンタや電子複写機といった画像形成装置
においては、用紙などの記録材に形成されるべき画像に応じて感光体を露光する書込みヘ
ッドが使用されるが、この種の書込みヘッドとしても本発明の電気光学装置は利用される
。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】第１実施形態に係る電気光学装置の概略構成を示すブロック図である。
【図２】同実施形態に係る電気光学装置の動作を示すチャート図である。
【図３】容量調整領域内における各データ線の配置を示した模式図である。
【図４】対比例における各データ線の配置を示した模式図である。
【図５】同実施形態における輝度特性を示した図である。
【図６】対比例における輝度特性を示した図である。
【図７】第２実施形態に係る電気光学装置の概略構成を示すブロック図である。
【図８】第３実施形態に係る電気光学装置の概略構成を示すブロック図である。
【図９】同実施形態に係る電気光学装置の動作を示すチャート図である。
【図１０】容量調整領域内における各データ線の配置を示した模式図である。
【図１１】対比例における各データ線の配置を示した模式図である。
【図１２】本発明に係る電子機器の具体例を示す斜視図である。
【図１３】本発明に係る電子機器の具体例を示す斜視図である。
【図１４】本発明に係る電子機器の具体例を示す斜視図である。
【図１５】従来の電気光学装置の概略構成を示すブロック図である。
【図１６】従来の電気光学装置の動作を示すチャート図である。
【図１７】従来の電気光学装置の輝度特性を示す図である。
【符号の説明】
【００８０】
１０……電気光学装置、３０……データ線駆動回路、４１……サンプリング信号線、５０
……選択部、５１……スイッチング素子、１００……画素アレイ部、１０４……データ線
、１０６……画像信号線、Ａ……容量調整領域、Ｂ……ブロック、ｄ……階調信号、ｓ…
…サンプリング信号、Ｔｐ……プリチャージ期間、Ｔ……期間。
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【図１６】 【図１７】
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